
－ 危機管理防災部 A13 －

平成25年度予算見積調書(2月補正予算)

A13

課室名:課室名:消防防災課

内線:内線:853-9999

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

平成11年度～
平成30年度

会計 款 項 目

一般会
計

防災費総務費 消防防災費

説明事業

救急救命士養成所運営費

戦略項目

担当名:担当名:

救急救命士法第３４条 05　　　大規模災害への備え

010501　危機管理・防災体制の強化

予算額

決定額 △5,097△5,097

現計額 57,55557,555

△1,679△1,679

30,50730,507

△3,418△3,418

27,04827,048

52,45852,458

補正後の
予算額

財　　源　　内　　訳

諸収入
一般財源

番号

救急救命士養成事業費

１　事業概要

　救急救命士の新規養成及び現救急救命士に対する処置

範囲の拡大に対応した研修を行う。また、救急振興財団

の運営促進のための財政負担を行う。

特別教育訓練受講者数が見込みより減少し、医師に講義

を依頼する時間数が減少した等による執行残の減額

（１）救急救命士養成所の運営　　　△4,097千円

負担金の確定に伴う執行残の減額

２　事業主体及び負担区分

１　県（市町村10/10）

　　うち備品の更新　県（県10/10）

２　（県10/10）

３　地方財政措置の状況

　普通交付税（包括算定）

（区分）総務費　（細目）消防防災費

（細節）消防防災費

（内容）救急救命士養成所運営費・救急振興財団負担金

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

5.0人×9,500千円＝47,500千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　救急救命士養成所の運営　　　　　　　　　36,155千円
　　　　救急救命士を養成するための養成教育訓練及び事前教育訓練、救急救命士の拡大された処置範囲に対応するため
　　　の特別教育訓練を実施する。
　　　　また、法令等で定められた適正な教育訓練が実施できるよう、機器を整備･更新する。
　　イ　救急振興財団運営費の負担金　　　　　　　21,400千円
　　　　救急救命士の養成を目的に、都道府県の共同出資により設立された救急振興財団の運営促進のための財政負担を
　　　行う。

（２）事業計画
　　ア　救急救命士養成計画
　　　（平成25年度）埼玉県養成所　　　　30人　　（事業の終期まで毎年度）埼玉県養成所　　　　　30人
　　　　　　　　　　救急振興財団研修所　28人　　　　　　　　　　　　　　救急振興財団研修所　約30人
　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　58人　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　約60人
　　イ　救急振興財団への出資

　　　特別教育訓練（気管挿管、薬剤投与）の実施回数の減　2回→1回

　　　（平成25年度） 21,400千円　　　　　　　　（事業の終期まで毎年度）人口割り等によって定まる額

（３）事業効果
　　　救急現場及び搬送途上において高度な応急処置を実施することができるので、県民の救命率の向上を図ることが
　　できる。

（４）県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　各消防本部から実習指導員を派遣していただく等、県内の各消防本部と連携して、教育訓練を実施している。

（５）前年度からの変更点

(単位：千円)

（２）救急振興財団運営費の負担金　△1,000千円

　　　特別教育訓練（ﾋﾞﾃﾞｵ喉頭鏡による気管挿管）の開始　 0回→3回

分野施策


